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行
　
政
　
委
　
員
　
会
　
論

ー
ー
選
挙
管
理
委
員
会
の
諸
問
題
－
1
1

林

・
田

和

．
博

一

ば
　
し
　
が
　
き

　
　
戦
後
、
行
政
機
構
の
一
環
と
し
て
行
政
委
員
会
制
度
が
数
多
く
設
け
ら
れ
た
。
公
安
委
員
会
、
教
育
委
員
会
、
選
挙
管
理
委
員
会
、
労

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
働
委
員
会
そ
の
他
で
あ
る
。
行
政
委
員
会
制
度
が
占
領
軍
の
日
本
統
治
政
策
の
中
で
、
行
政
の
民
主
化
を
期
し
て
採
用
さ
れ
た
も
の
で
あ

　
　
る
こ
と
は
、
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
行
政
委
員
会
制
度
が
主
と
し
て
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
発
達
し
、
か
く
て
日
本
で
採
用
さ

　
れ
た
理
由
は
、
．
主
と
し
て
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
日
　
行
政
の
民
主
化
で
あ
る
。
官
僚
的
行
政
機
構
の
中
，
で
は
権
力
の
集
中
化
（
∩
O
H
P
什
【
9
の
一
一
ω
鋤
け
一
〇
昌
）
が
行
わ
れ
、
行
政
権
力
は
常
に
一
点

　
　
に
集
約
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
が
、
こ
の
場
合
作
用
す
る
組
織
力
は
上
下
・
垂
直
の
線
に
沿
っ
て
動
き
、
命
令
服
従
又
は
指
揮
監
督
関
係
が

　
　
強
力
に
働
く
。
こ
の
よ
う
な
官
僚
機
構
の
特
色
の
中
で
は
、
ま
た
、
行
政
目
的
の
多
元
化
と
共
に
割
拠
主
義
（
Q
り
①
O
け
一
〇
昌
9
0
一
一
ω
b
日
）
が
支
配
的

　
　
で
あ
る
。
こ
の
場
合
作
用
す
る
組
織
力
は
左
右
・
水
平
の
線
に
沿
っ
て
動
き
、
分
化
（
U
津
Φ
『
窪
葺
二
口
σ
q
）
と
綜
合
Q
三
。
α
q
『
鋤
二
。
5
）
が

説
　
見
ら
れ
る
こ
と
は
一
般
に
認
あ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
行
政
委
員
会
制
度
は
以
上
の
よ
う
な
官
僚
行
政
機
構
の
中
に
お
い
て
、
権
力
集

論　
　
中
化
の
排
除
、
そ
の
分
散
を
求
め
る
組
織
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
公
安
委
員
会
制
度
は
従
来
内
務
大
臣
及
び
知
事
に
集
中
さ
れ
．
て
い
た
警
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察
行
政
権
を
公
安
委
員
会
の
手
に
、
教
育
委
員
会
制
度
は
従
来
文
部
大
臣
及
び
知
事
の
手
に
集
中
さ
れ
て
い
た
教
育
行
政
権
を
教
育
委
員

説　
　
会
の
手
に
、
選
挙
管
理
委
員
会
は
従
来
内
蕎
大
臣
及
び
知
事
の
手
に
集
中
さ
れ
て
い
た
選
挙
の
管
理
執
行
権
を
選
挙
管
理
委
員
会
の
手
に

論　
　
移
管
せ
し
め
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
種
の
委
員
会
は
民
間
の
有
識
者
の
中
か
ら
選
任
さ
れ
た
委
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
合
議
制
の
機
関
で
あ
る
。
従
来
か
ら
も
各
種
の

　
　
行
政
に
委
員
会
が
タ
ッ
チ
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
関
税
審
査
委
員
会
特
許
審
判
委
員
会
土
地
収
用
委
員
会
な
ど
が
こ
れ

　
　
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
委
員
会
が
諮
問
委
員
会
と
し
て
勧
告
的
権
限
に
終
る
委
員
会
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
行
政
委
員
会
は
、
」
委
員

　
　
会
が
こ
の
よ
う
な
権
力
を
自
ら
掌
握
し
、
行
政
権
の
主
体
と
し
て
現
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
特
色
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
中
央

　
　
に
お
い
て
行
政
権
の
主
体
た
る
内
閣
又
は
大
臣
、
地
方
に
お
い
て
行
政
権
の
主
体
た
る
知
事
、
と
行
政
委
員
会
の
関
係
は
「
所
轄
の
下
に
」

　
　
そ
の
行
政
事
務
を
担
任
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
蝕
に
「
所
轄
の
下
に
」
と
は
指
揮
監
督
と
は
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
行
政
権
が

内
閣
（
塑
ハ
轍
）
又
知
事
緩
す
る
三
と
矛
盾
す
る
も
の
と
は
叢
れ
な
鵬

　
　
　
〕
　
行
政
え
の
人
民
熱
川
で
あ
る
。
第
十
九
世
紀
に
入
り
、
国
家
目
的
の
多
元
化
、
法
治
国
家
と
福
祉
主
義
の
結
合
は
行
政
内
容
を
頗

　
　
る
広
汎
且
つ
複
雑
な
ら
し
め
た
。
国
民
の
社
会
、
経
済
生
活
え
の
国
家
の
積
極
的
介
入
に
は
、
官
僚
の
統
制
能
力
に
限
界
が
現
わ
れ
て
く

　
　
る
。
官
僚
は
権
力
を
も
つ
も
の
で
あ
る
が
、
国
民
の
基
盤
の
上
に
立
つ
も
の
で
は
な
い
。
権
力
に
よ
る
民
衆
の
指
導
力
に
は
、
所
詮
、
政

　
　
治
的
な
限
界
が
見
．
ら
れ
る
と
共
に
、
官
僚
は
統
制
的
智
識
に
お
い
て
も
必
ず
し
も
常
に
民
間
人
の
知
識
以
上
と
は
限
ら
な
い
。
か
く
て
、

　
　
民
衆
の
基
盤
の
上
に
立
つ
民
衆
の
智
識
の
活
用
が
新
し
い
行
政
統
制
の
形
式
と
し
て
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
前
述

　
　
の
通
り
、
従
来
の
官
僚
の
行
政
統
制
の
下
で
も
こ
の
よ
う
な
行
政
委
員
会
の
活
用
が
民
衆
の
社
会
、
経
済
生
活
と
直
結
す
る
行
政
部
門
に

　
　
お
い
て
は
活
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
範
囲
及
び
種
類
は
狭
少
で
あ
っ
た
。
行
政
委
員
会
は
統
治
的
作
用
と
し
て
の
警
察
、
教

　
　
育
、
民
生
、
労
働
、
産
業
、
経
済
、
水
利
土
木
、
選
挙
管
理
な
ど
の
、
広
汎
な
分
野
に
亘
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
自
ら
が
各
種
の
行
政
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論説

の
主
体
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
か
か
る
行
政
権
の
把
持
者
と
し
て
の
行
政
委
員
会
は
、
ま
た
同
時
に
、
或
は
自
ら
準
立
法
機
能
を
行
い
、
或
は
準
司
洪
的
機
能
を
行

う
。
ま
ず
、
行
政
委
員
会
の
準
立
法
的
機
能
は
法
令
の
誠
実
な
る
執
行
者
と
し
て
の
行
政
機
関
に
必
要
と
さ
れ
る
限
度
で
認
め
ら
れ
る
も

の
で
あ
り
、
そ
の
範
囲
は
行
政
委
員
会
の
種
類
に
よ
っ
て
異
る
。
通
常
は
、
人
事
院
規
則
、
電
波
管
理
委
員
会
規
則
、
教
育
委
員
会
規
則

な
ど
、
法
令
を
執
行
す
る
た
め
の
執
行
命
令
及
び
法
令
の
委
任
に
基
く
委
任
命
令
た
る
法
規
命
令
と
し
て
の
規
則
と
、
及
び
行
政
委
員
会

自
ら
の
組
織
、
運
當
、
事
務
処
理
な
ど
の
行
政
規
定
（
規
程
）
た
る
規
則
の
二
つ
に
分
れ
る
。

　
次
ぎ
に
、
行
政
委
員
会
の
準
司
法
的
機
能
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
前
述
の
如
き
、
行
政
内
容
の
広
汎
且
つ
複
雑
化
は
、
裁
判
官
の
専
門
的

智
識
に
対
し
、
民
間
人
の
智
識
の
比
重
を
著
し
く
高
上
せ
し
め
た
。
民
事
刑
事
の
事
件
の
審
理
に
没
頭
す
る
裁
判
官
に
比
々
と
も
す
れ
ば

行
政
や
政
治
え
の
知
識
を
欠
ぎ
、
官
僚
的
独
善
に
陥
り
、
民
衆
の
中
に
あ
る
真
実
の
発
見
を
ミ
ス
す
る
こ
と
と
な
る
。
蝕
に
行
政
委
員
会

の
準
司
法
的
機
能
が
発
展
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
彼
等
の
準
司
法
的
機
能
は
所
謂
行
政
の
特
別
規
範
を
打
ち
樹
て
る
こ
と
に
役
立
つ
こ
と

と
な
り
、
か
く
て
、
英
米
に
於
、
て
は
、
周
知
の
通
り
、
行
政
委
員
会
の
裁
定
を
通
じ
て
新
し
い
行
政
法
の
発
展
を
見
つ
つ
あ
る
と
謂
う
こ

　
　
　
　
　
ニ
じ

と
が
で
き
る
。

　
（
一
）
　
≦
三
酔
p
ぎ
言
o
O
9
江
。
昌
8
亭
①
ω
ε
α
嘱
o
h
薯
げ
＝
。
巴
琶
旨
ご
貫
帥
江
。
戸
お
㎝
0
・
”
o
σ
ω
o
昌
”
甘
ω
江
8
0
呂
〉
◎
ヨ
一
三
ω
貫
讐
一
く
Φ
ピ
”
≦
．

　
　
　
お
望
●
昼
げ
①
9
。
門
ρ
O
o
〈
Φ
〈
昌
ヨ
①
づ
汁
げ
団
8
ヨ
ヨ
一
三
Φ
p
お
切
㎝
・
国
・
し
d
冨
ロ
巳
自
D
ρ
U
四
ω
勺
潜
二
①
日
旨
旨
鋤
ユ
ω
。
げ
Φ
乏
餌
三
三
9
ρ
お
ω
N
．
行
政
委

　
　
　
員
会
（
東
京
大
学
社
研
編
）
、
行
政
委
員
会
く
公
法
雑
誌
第
六
巻
）
。
地
方
行
政
委
員
会
制
度
論
（
自
治
論
集
第
五
巻
）
、
な
お
、
こ
の
中
で
田
中

　
　
　
二
郎
教
授
が
あ
げ
て
い
ら
れ
る
諸
気
書
参
照
。
な
お
、
選
挙
管
珊
委
員
会
に
つ
い
て
は
選
挙
管
理
委
員
会
（
選
挙
叢
書
）
。
金
丸
三
郎
・
地
方
自
治

　
　
　
法
、
長
野
士
郎
・
逐
条
地
方
自
治
法
。
拙
文
・
選
挙
管
理
季
員
会
の
跡
を
顧
み
て
（
選
挙
・
昭
和
三
十
一
年
第
十
一
号
）

　
（
二
）
　
「
所
轄
の
下
に
」
は
指
揮
監
督
と
区
別
さ
れ
る
。
通
常
、
後
者
に
は
当
然
、
命
令
権
、
取
消
又
は
停
止
権
、
監
視
権
、
罷
免
権
、
代
行
権
、
許
可

　
　
　
認
可
の
留
保
な
ど
が
含
ま
れ
る
の
に
対
し
、
前
者
に
は
こ
の
よ
う
な
も
の
は
見
ら
れ
な
い
。
行
政
委
員
会
を
そ
の
「
筆
軸
の
下
に
」
．
お
く
行
政
機
関
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二心
貢閣

　
　
は
通
常
、
行
政
委
員
会
の
担
当
す
る
行
政
め
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
と
し
て
、
委
員
会
の
人
事
行
政
、
予
算
．
の
管
理
を
行
い
、
そ
の
行
政
事
務
の
報
告
を
う

　
　
け
．
て
助
言
と
事
後
承
認
を
す
る
も
の
と
し
て
も
，
自
ら
ピ
ッ
チ
ャ
ー
と
し
て
、
当
該
行
政
．
の
執
行
に
あ
た
る
も
の
で
は
な
い
。

　　

@
宥
の
関
倭
、
例
え
ば
隔
が
行
政
権
の
転
た
る
こ
と
と
相
容
れ
な
い
も
の
と
の
見
禁
な
り
立
つ
（
醗
）
。
要
す
乏
、
内
閣
が
行
政
権

　
　
の
主
体
た
る
に
も
拘
ら
ず
、
内
閣
は
例
え
ば
人
事
行
政
、
警
察
行
政
．
の
執
行
に
つ
い
て
何
等
の
権
限
を
有
せ
ず
、
こ
れ
ら
の
行
政
．
は
あ
げ
て
行
政
委

　
　
員
会
の
手
に
あ
り
、
た
だ
責
任
の
み
を
有
ず
る
こ
と
の
不
合
理
性
が
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
内
閣
が
行
政
．
権
の
主
体
た
る
こ
と
は
一
切

　
　
の
行
政
が
内
閣
の
統
轄
の
下
に
あ
れ
ば
足
り
、
　
内
閣
が
自
ら
行
政
．
を
執
行
す
る
必
薯
が
あ
る
も
の
と
は
解
さ
れ
な
い
。
　
蛙
に
内
閣
の
「
所
轄
の
下

　
　
に
」
お
け
る
行
政
権
の
把
持
者
と
し
て
の
行
政
委
員
会
が
行
政
機
構
の
一
環
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
三
）
　
行
改
委
員
会
の
準
司
法
的
機
能
に
つ
い
て
、
不
信
の
声
も
強
い
。
し
か
し
、
正
式
裁
判
の
前
審
と
し
て
、
こ
の
制
度
．
の
存
在
意
義
を
過
少
評
価
す

　
　
る
こ
と
は
許
さ
れ
得
な
い
。
そ
し
て
、
行
政
委
員
会
に
よ
る
事
実
の
発
見
、
嘱
実
の
認
定
は
、
直
接
事
実
を
審
理
し
な
い
限
度
に
お
い
て
、
裁
判
所

　
　
に
お
い
て
、
行
政
委
員
会
の
確
信
に
信
頼
を
お
く
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

二

田
送
　
挙
　
管
　
理
　
委
　
口
貝
　
A
ム

　
選
挙
の
管
理
及
び
執
行
の
任
に
あ
た
る
機
関
と
し
て
選
挙
．
管
理
委
員
会
が
お
か
れ
て
い
る
。
従
、
禾
は
、
明
治
二
二
年
及
び
二
三
年
、
衆

議
院
議
員
選
挙
法
及
び
府
県
制
市
制
町
村
制
の
出
発
以
」
来
、
選
挙
の
管
理
執
行
に
あ
た
る
も
の
は
知
事
及
び
市
町
村
長
で
あ
っ
た
、
知
事

及
び
市
町
・
村
長
が
内
務
大
臣
の
指
揮
監
督
を
う
け
、
警
察
権
を
掌
握
す
る
内
務
大
臣
及
び
知
事
が
選
挙
の
管
理
執
行
を
行
う
こ
と
は
選
挙

の
公
正
を
害
す
る
危
険
性
が
多
分
に
存
在
し
た
。
明
治
二
五
年
品
川
内
相
に
よ
る
選
挙
干
渉
以
来
、
わ
が
立
憲
政
史
⊥
政
府
忙
よ
る
選
挙

干
渉
は
伝
統
的
な
も
の
が
あ
っ
た
。

　
斯
く
て
、
今
次
終
戦
と
共
に
い
ち
早
く
設
置
さ
れ
た
選
挙
管
理
委
員
会
制
度
の
目
的
は
一
6
従
来
の
、
警
察
権
を
掌
握
す
る
内
務
大
臣

及
び
知
事
に
よ
る
選
挙
の
管
理
執
行
制
度
は
選
挙
や
投
票
の
公
正
を
期
し
難
い
こ
と
、
欝
欝
ら
し
い
憲
法
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
の
長
は
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5ム，
iii1日

二、』

＝11
巨ノし

す
べ
て
公
選
に
よ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
公
選
に
よ
る
長
が
自
ら
選
挙
や
投
票
の
管
理
執
行
を
行
う
こ
と
の
不
合
理
な
る
こ
と
、
口
民
主

政
治
の
確
立
に
伴
な
い
選
挙
や
投
票
の
数
が
飛
躍
的
に
増
加
し
、
選
挙
投
票
に
お
い
て
も
国
民
の
与
論
の
反
映
を
必
要
と
す
る
に
至
っ
た

こ
と
、
な
ど
に
見
出
さ
れ
て
い
る
．

　
昭
和
二
二
年
地
方
自
治
法
の
出
発
の
際
、
都
道
府
県
選
挙
管
理
委
員
会
及
び
、
布
町
村
選
挙
管
理
委
員
会
並
び
に
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
、
が

ほ
ぼ
現
行
制
度
と
同
じ
組
織
権
限
を
も
っ
て
発
足
し
た
が
、
当
時
最
も
異
色
が
あ
っ
た
の
は
、
こ
れ
ら
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
上
に
全
国

選
挙
管
理
委
員
会
が
設
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
（
黙
諜
鞘
螺
腿
ぎ
。
同
奢
貝
会
は
三
年
の
任
期
を
も
．
て
国
会
で
指
名
議

決
し
た
も
の
に
つ
い
て
、
内
閣
欝
大
阪
が
任
命
す
る
委
員
九
人
で
組
織
さ
れ
（
同
法
五
、
六
、
八
）
、
昭
和
二
三
年
万
百
内
馨
の
廃
止
に

伴
い
、
従
来
内
務
大
臣
の
職
権
に
属
し
て
い
た
選
挙
、
国
民
投
票
に
関
す
る
制
度
の
調
査
、
立
案
、
選
蟻
及
び
国
民
投
票
の
執
行
の
準
備

並
び
に
国
会
議
員
の
選
挙
、
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
若
し
く
は
長
の
選
挙
そ
の
他
投
票
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
参
議

院
全
国
区
選
出
議
員
選
挙
管
理
委
員
会
、
都
道
府
県
又
は
市
町
村
（
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
）
選
挙
管
理
委
員
会
の
指
揮
監
督
な
ど
に
関
す

る
事
項
を
所
管
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
更
ら
に
、
同
委
員
会
は
政
治
資
金
規
正
法
の
執
行
に
関
す
る
重
要
な
権
限
を
付
与
さ
れ
、
選
挙
及

び
投
票
に
関
す
る
総
本
山
と
し
て
、
こ
と
選
挙
及
び
投
票
に
関
す
る
限
り
．
内
閣
そ
の
無
い
か
な
る
権
力
の
干
渉
容
像
を
も
許
さ
ざ
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ

行
政
委
員
会
の
代
表
的
な
も
の
の
一
つ
と
し
て
存
在
七
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
（
一
）
　
全
国
選
挙
管
理
委
員
会
法
は
「
こ
の
渋
律
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
選
挙
、
投
票
、
国
民
審
査
そ
の
他
の
事
務
を
管
理
さ
せ
る
た
め
、
全
旧
選
挙

　
　
　
管
理
委
員
会
を
お
く
。
全
国
選
挙
管
理
委
員
会
は
内
閣
総
理
大
臣
の
所
轄
に
属
す
る
」
旨
を
定
め
（
第
一
条
）
、
　
「
全
國
選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員

　
　
　
が
独
立
し
て
そ
の
職
権
を
行
う
」
こ
と
を
規
定
し
て
い
た
（
第
二
条
）
。

し
か
る
に
、
そ
の
後
華
奢
暴
は
廃
止
さ
れ
（
響
き
、
同
奢
貝
会
に
か
わ
っ
て
自
治
庁
が
、
同
量
会
の
職
務
権
限
の
う
ち
、
参

　
　
ロ

議
院
全
国
選
出
議
員
の
選
挙
及
び
最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
国
民
審
査
に
関
す
る
事
務
を
中
央
翼
壁
管
理
委
員
会
に
残
す
ほ
か
，
別
一
切
を
あ
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三論

げ
て
ひ
き
つ
ぐ
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
選
挙
管
理
委
員
会
の
制
度
は
著
し
く
、
変
．
貌
、
後
退
し
、
都
道
府
県
及
び
布
町
村
の
選

挙
鋒
委
口
u
会
は
寝
自
治
庁
長
官
の
指
揮
下
に
入
る
こ
と
と
な
っ
た
璽
。
あ
る
（
レ
⊥
一
ノ
ー
、
」
封
ノ
r
ソ
臼
注
一
九
二
）
。

　
　
　
　
　
　
　
三
　
　
選
挙
管
理
委
員
会
の
組
織
及
び
権
限

　
選
挙
管
理
委
員
会
の
組
織
権
限
の
差
オ
的
部
分
は
地
方
自
治
法
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
委
員
は
都
道
府
県
及
び
五
大
市

に
お
癒
し
四
名
（
五
大
市
坦
外
の
）
艀
村
に
お
い
て
四
名
と
し
（
訓
嬬
融
）
、
な
お
、
東
京
都
の
特
別
区
及
び
五
大
都
市
の
行
政
区
の
配
迭

挙
管
理
委
員
会
の
委
員
も
彩
層
、
役
場
事
務
組
合
及
び
全
部
事
務
組
合
並
び
に
財
産
区
の
撰
氷
管
理
委
員
会
も
す
べ
て
同
数
と
す
る
。
選

単
管
理
委
員
は
広
義
の
地
方
公
務
員
で
あ
る
。

　
次
ぎ
に
、
選
挙
管
理
委
員
会
の
職
務
権
限
を
形
式
的
に
み
れ
ば

一
、
都
道
府
県
選
挙
管
理
雰
．
員
会
　
　
都
道
府
県
選
挙
管
理
委
員
会
は
撰
挙
に
関
す
る
事
務
及
び
選
挙
に
関
係
あ
る
事
務
と
し
て
次
ぎ
の

職
務
権
限
を
有
し
て
い
る
。

　
ω
．
固
有
的
処
理
事
務
　
　
当
該
都
道
府
県
の
議
会
の
議
昌
、
知
事
、
農
業
委
貴
、
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
委
員
な
ど
の
選
挙
事
務

の
管
理
及
び
当
該
都
道
魔
の
賃
の
寝
挫
習
気
く
投
票
な
ど
の
選
歪
関
係
あ
る
事
務
の
管
理
（
白
治
法
一
八
六
条
一
項
、
二
項
、
公
選
沙
．
五
廉
一
項
）

　
図
　
必
要
的
処
理
事
務
　
　
　
ω
公
職
選
挙
法
の
定
む
る
と
こ
ろ
よ
り
、
衆
議
院
議
員
、
参
議
院
地
方
選
出
議
員
の
選
挙
事
務
及
び
参
．
議

院
全
国
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
分
会
掃
の
撰
任
、
回
市
町
村
選
挙
管
理
委
員
会
の
決
定
に
対
す
る
訴
願
の
裁
決
、
0
9
政
治
資
金
規

正
法
の
定
む
る
と
こ
ろ
に
よ
る
同
法
の
運
．
営
、
目
最
高
裁
判
所
裁
判
官
．
国
民
審
査
注
の
定
む
る
と
こ
ろ
に
よ
る
同
法
の
運
営
、
困
土
地
改

良
誘
定
む
る
と
こ
ろ
に
よ
喬
法
の
運
営
（
自
治
法
別
表
第
三
）

二
、
中
央
選
挙
管
理
会
　
　
中
央
選
挙
管
理
会
の
組
織
は
都
道
府
県
撰
隔
靴
理
踏
継
会
に
準
じ
、
そ
の
職
務
権
限
は
、
参
議
院
全
国
選
出
．
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議
員
の
選
挙
及
び
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
の
事
務
を
管
理
し
、
こ
れ
ら
の
事
務
に
つ
い
て
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
を
指
揮

監
督
す
る
こ
と
（
紐
五
）

三
、
市
町
村
選
挙
管
理
委
員
会
　
　
市
町
村
選
挙
管
理
委
員
会
は
選
挙
に
関
す
る
事
務
及
び
選
挙
に
関
係
あ
る
事
務
と
し
て
次
ぎ
の
職
務

権
限
を
有
し
て
い
る
。

　
コ
　
固
有
的
処
理
事
務
　
　
当
該
市
町
村
の
議
会
の
議
員
、
長
、
農
業
委
員
会
の
委
員
、
又
は
北
海
道
の
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
委

員
な
ど
の
馨
霧
の
鑑
及
び
当
該
市
町
村
の
住
民
の
覆
請
求
に
基
づ
く
投
票
な
ど
の
選
挙
に
関
係
あ
る
事
務
の
管
塑
艦
攣
細

墾
訳
＋
六
）

　，

A
　
必
要
的
処
理
事
務
　
　
㈲
公
職
選
挙
法
の
定
む
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
選
挙
人
名
簿
の
調
製
、
投
票
管
理
者
、
投
票
立
会
人
及
び
開

翻
藝
．

票
管
理
者
の
選
任
な
ど
、
向
異
議
申
立
に
対
す
る
決
定
、
0
9
政
治
資
金
規
正
法
の
定
む
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
政
治
資
金
規
正
事
務
の
管
理

（自

｡
法
別
表
第
四
、
四
（
二
）
）
、
冒
取
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
馨
法
の
定
む
る
と
こ
ろ
に
よ
り
．
同
法
の
運
営
、
霧
審
査
会
法
（
螺
蓬
の
定

む
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
検
察
審
査
員
の
選
挙
へ
の
協
力
、
の
土
地
改
良
法
の
定
む
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
．
土
地
改
良
区
総
代
会
の
総
代
の
選

挙
及
び
翠
に
関
す
る
霧
の
管
翼
灘
蝋
藤
）
、
・
↓
漁
叢
の
定
む
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
海
区
漁
論
整
委
員
ム
萎
員
の
撰
挙
及
び

選
歪
関
す
る
霧
の
執
行
（
自
治
法
別
表
第
四
、
四
（
六
）
参
照
）

　
以
土
、
選
挙
管
理
委
員
会
の
職
務
権
限
を
実
質
的
に
み
れ
ば
、

　
地
方
自
治
法
第
一
八
六
条
は
選
挙
管
理
委
員
会
は
法
律
又
は
こ
れ
に
基
く
政
令
の
定
む
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
　
「
当
該
普
通
地
方
公
共
団

体
又
は
国
、
他
の
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
公
共
団
体
の
選
挙
に
関
す
る
事
務
及
び
こ
れ
に
関
係
の
あ
る
事
務
を
管
理
す
る
」
と
規
定
す

る
。
ま
ず
、
選
挙
管
理
委
員
会
の
職
務
権
限
は
法
律
及
び
法
律
に
基
く
政
令
の
定
め
が
あ
る
こ
と
を
要
し
、
そ
の
他
の
政
令
、
規
則
、
条

例
な
ど
に
よ
っ
て
職
務
権
限
の
規
定
を
な
し
得
な
い
こ
と
は
自
治
法
第
二
条
第
二
項
、
第
一
四
八
条
な
ど
の
規
定
に
照
ら
し
て
明
白
で
あ
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晃へ
1｝ll｛1

二v
混

る
。
次
ぎ
に
、
選
挙
管
理
委
員
会
は
「
選
挙
に
関
す
る
事
務
」
及
び
「
選
挙
に
関
係
あ
る
事
務
」
に
つ
い
て
管
理
す
る
。
選
挙
人
名
簿
の

調
製
、
各
種
の
選
挙
の
執
行
管
理
、
選
挙
争
訟
の
裁
判
な
ど
が
前
者
に
属
し
、
直
接
請
求
に
基
く
各
種
の
投
票
事
務
、
一
の
地
方
公
共
団

体
の
み
に
渋
川
さ
れ
る
特
別
法
の
賛
否
投
票
に
関
す
る
事
務
、
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
の
国
民
審
査
に
関
す
る
事
務
な
ど
が
後
者
に
属
す

（
｝
）

る
。

　
（
一
）
　
昭
和
二
二
、
十
一
、
二
九
日
地
発
乙
第
八
八
号
）

　
日
　
選
挙
管
理
委
員
会
の
準
立
法
権

　
選
挙
管
理
委
員
会
は
規
則
制
定
の
準
立
法
権
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
委
員
会
の
組
織
運
営
に
関
す
る
事
項
で
法
律
又
は
条
例

黙
黙
が
な
く
委
員
会
三
主
的
に
決
定
し
得
る
事
項
に
つ
い
て
は
委
員
会
規
則
を
制
定
す
ゑ
渤
詔
書
．
な
お
、
法
律
（
塩
蒸
治
法
）

に
よ
っ
て
条
例
又
は
規
則
を
も
っ
て
定
め
得
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
選
挙
に
関
す
る
規
．
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
各
本
条
に
よ
っ
て
定
め
る
が
、

そ
の
際
条
例
が
地
方
議
会
の
議
決
に
依
っ
て
定
め
ら
れ
る
こ
と
は
謂
う
迄
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
最
後
に
、
選
捲
管
理
委
員
会
は
選
挙
の

管
跳
執
行
に
あ
た
り
、
選
挙
法
運
営
の
衝
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
自
己
の
体
験
に
徴
．
し
、
選
挙
関
係
法
令
の
制
定
改
廃
に
関
し
、

常
に
有
力
な
資
料
を
呈
供
し
、
意
見
を
具
巾
す
る
地
位
を
確
保
す
る
も
の
で
も
あ
る
。

　
口
　
選
挙
管
理
委
員
会
の
「
選
挙
に
関
す
る
事
務
」
及
び
「
選
挙
に
関
係
あ
る
事
務
」
め
管
理
執
行
権

　
上
記
の
通
り
、
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
ω
選
挙
に
関
す
る
事
務
の
管
理
、
謝
撰
挙
入
名
簿
の
．
調
製
、
悩
選
挙
事
務
の
執
行
、
剛
政
治
資

金
．
規
正
法
の
運
営
、
尉
選
挙
に
関
す
る
啓
発
宣
伝
の
事
務
な
ど
を
行
う
。

　
、
口
　
選
挙
管
理
委
員
会
の
準
司
法
権

　
選
挙
管
理
委
員
会
は
「
選
挙
に
関
す
る
事
務
」
及
び
「
選
挙
に
関
係
あ
る
事
務
」
に
関
し
準
司
法
権
を
も
つ
。
す
な
わ
ち
、
選
挙
管
理

委
員
会
は
選
挙
人
名
簿
の
効
力
、
選
挙
の
効
力
、
当
選
の
効
力
、
そ
の
他
直
接
請
求
に
関
す
る
署
名
の
効
力
、
投
票
の
効
力
な
ど
に
関
す
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る
異
議
の
申
立
及
び
訴
願
の
提
起
に
関
す
る
決
定
権
及
び
嚢
馨
も
つ
も
の
で
あ
る
（
公
選
沙
第
十
五
章
争
訟
）
。
異
議
の
決
定
及
び
訴
願
の
裁
決

は
裁
判
判
決
で
あ
り
、
．
準
司
法
権
（
O
話
ω
こ
＝
巳
。
ご
q
）
と
し
て
す
べ
・
て
の
行
政
委
員
会
に
共
通
と
見
ら
れ
る
略
式
裁
判
権
で
あ
る
。
左
式

裁
判
の
前
審
と
し
て
、
選
挙
法
規
や
自
治
法
規
の
適
正
な
執
行
の
た
め
に
選
挙
管
理
委
員
会
が
選
挙
や
投
票
に
関
し
て
も
う
準
司
法
鮒
機

能
は
、
そ
の
最
も
重
要
な
職
務
権
限
の
一
つ
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。

選
挙
又
箋
選
の
効
力
遷
す
る
訴
願
に
つ
い
て
は
（
二
一
　
亜
さ
、
本
法
第
＋
五
章
（
争
訟
）
に
規
定
す
る
も
の
以
外
は
訴
願
法
の

諸
規
定
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
、
訴
願
書
（
同
法
六
二
）
三
）
共
同
訴
願
（
綱
法
）
・
・
（
三
）
訴
願
の
却
下
及
び

還
付
（
加
法
）
（
四
）
訴
願
書
の
藷
（
綱
磁
）
（
五
）
轟
（
課
）
裁
決
の
漿
赤
く
綱
説
）
で
あ
る
．
　
∴

四
　
選
挙
管
理
委
員
会
に
対
す
る
監
督

　
　
「
立
法
的
監
督

　
　
鉱
選
挙
管
理
委
員
会
は
選
挙
関
係
法
令
の
公
正
な
管
理
執
行
に
あ
た
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
組
織
及
び
頭
勝
は
あ
ザ
て
法
律
、
地
方
自
治

　
　
法
及
び
公
職
選
挙
法
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
国
が
法
律
を
も
っ
て
選
挙
管
理
委
員
会
に
対
し
て
行
う
関
与
は
絶
対
的
で

　
　
あ
り
、
　
こ
れ
は
国
が
国
会
を
も
っ
て
主
権
者
た
る
国
民
を
直
接
代
表
す
る
国
権
の
最
高
機
関
と
し
、
　
唯
｝
の
立
法
機
関
と
し
て
い
る
限

　
　
り
、
自
ら
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
．

　
　
　
最
近
に
お
け
る
行
政
委
員
会
制
度
の
再
検
討
の
中
か
ら
、
辛
々
も
す
れ
ば
選
挙
管
理
委
員
会
の
廃
止
論
が
聞
え
て
来
る
。
・
し
か
し
な
が

　
　
ら
、
次
の
諸
点
が
強
調
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
8
或
は
選
挙
の
公
明
、
民
主
化
は
選
挙
管
理
委
員
会
の
手
を
借
る
迄
も
な
い
、
選
挙
の
不
公

説　
　
明
、
自
由
の
干
渉
は
た
だ
警
察
権
の
選
挙
介
入
に
よ
っ
て
の
み
行
わ
れ
る
、
し
か
る
に
今
や
警
察
は
偶
主
化
さ
巾
党
ハ
政
府
が
警
察
権
遊

論　
　
も
っ
て
選
挙
干
渉
を
行
う
余
地
億
残
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
選
挙
の
不
公
明
馬
選
挙
干
渉
を
た
だ
警
察
権
の
論
入
の
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論

蜻
の
み
か
ら
見
る
も
の
で
あ
そ
・
業
籔
・
禦
の
外
に
警
餐
前
の
繋
留
、
経
済
的
、
社
会
的
も
ろ
も
ろ
，
の
力
に
よ
る
不
当
な
干
謡

誘
惑
は
鏡
在
の
き
ろ
・
常
詰
衆
と
共
に
あ
り
、
袋
の
鉱
を
背
景
と
す
る
行
政
季
届
二
会
に
よ
．
て
臥
取
も
排
除
さ
れ
て
い
る
．
讃

挙
懲
委
員
会
が
か
か
る
も
の
を
打
倒
し
去
っ
た
と
は
い
わ
れ
ず
と
し
て
も
、
こ
れ
が
か
か
る
も
の
に
対
し
、
無
．
㎝
［
の
圧
力
を
示
し
、
そ
の
み

い
三
二
を
封
じ
て
畢
と
共
に
あ
り
得
た
過
去
＋
年
の
繕
は
正
当
に
濡
さ
れ
ね
ば
な
、
り
な
い
で
あ
ろ
，
つ
．
の
三
二
三
口
貝
会
は

憲
法
が
地
方
公
共
団
体
の
長
の
公
馨
規
定
す
る
限
り
（
憲
法
九
三
第
二
）
、
こ
れ
を
廃
止
す
る
こ
と
は
否
能
と
田
心
わ
れ
る
．
公
選
に
よ
る
長

が
自
ら
整
や
リ
マ
ル
を
纂
執
行
す
る
こ
と
は
絶
対
に
認
め
ら
れ
な
い
．
こ
の
占
猿
直
覧
委
貝
会
が
他
の
行
政
委
員
会
か
、
り
区

別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
最
も
楽
な
蒙
で
あ
る
・
選
挙
算
委
員
会
は
行
政
の
民
詣
算
の
手
段
た
る
行
馨
員
会
で
な
く
、
塁

政
治
の
根
幹
た
る
環
そ
の
も
の
の
民
主
化
を
使
命
と
す
る
委
員
会
で
あ
る
．
さ
れ
ば
こ
そ
、
そ
の
鴛
の
選
挙
は
、
長
の
任
命
に
よ
る

に
あ
ら
ざ
る
・
勢
議
会
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
る
、
唯
一
の
行
政
委
員
会
で
あ
る
．
趣
つ
る
に
、
警
察
鯉
も
復
嘉
を
帯
び
る
と
き
、

業
錬
委
員
会
の
存
在
意
義
は
正
当
に
評
価
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
．
・
選
餐
理
委
員
会
は
行
政
委
口
重
会
と
し
て
準
司
法
的
灘
を
行

い
・
葉
争
訟
の
略
式
裁
判
を
行
う
・
他
の
仁
最
委
曇
に
も
多
か
れ
少
な
か
れ
準
司
誘
機
能
を
行
つ
も
の
が
多
い
が
、
獲
腺
理
三

口
曇
の
そ
れ
は
純
然
た
る
笙
難
判
の
性
質
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
行
政
委
員
会
の
準
司
法
的
驚
の
中
で
も
最
も
強
力
な
曲
の
昆
い

い
得
る
・
四
・
最
後
に
・
或
は
選
奢
理
委
員
会
奢
貝
は
法
律
的
撮
的
智
識
の
素
二
八
も
響
そ
の
機
能
、
運
営
は
か
か
．
轟
練
に

あ
ら
ず
や
と
・
い
う
・
し
か
し
な
が
ら
・
こ
の
よ
う
な
見
解
は
大
臣
、
知
事
に
対
し
て
事
二
段
の
轟
的
知
H
識
孟
求
す
る
と
敷
窓
同

じ
く
す
る
も
の
で
あ
る
・
業
簿
責
会
は
執
行
部
の
執
務
罠
衆
の
良
識
を
袋
し
て
、
公
正
な
る
す
じ
を
通
し
、
臼
、
り
国
民
に
対

す
る
責
任
の
衝
に
当
る
こ
と
を
使
命
と
す
る
も
の
で
あ
る
．
行
政
委
員
会
の
使
命
が
高
家
委
曼
ム
の
そ
れ
と
異
る
．
G
と
硫
々
回
し



な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　
斯
く
て
、
国
会
は
選
挙
管
理
委
員
会
の
実
績
を
通
じ
て
そ
の
組
織
運
當
の
自
主
、
独
立
の
た
め
に
適
切
な
立
法
の
必
要
の
前
に
立
た
し

め
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
の
独
立
、
人
員
の
強
化
、
予
算
の
裏
づ
け
の
問
題
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。

二
、
行
政
的
監
督

　
第
一
、
都
道
府
県
選
挙
管
理
委
員
会
に
対
す
る
監
督

　
ω
　
中
央
選
挙
管
理
会
は
、
参
議
院
全
国
選
出
議
員
の
撰
挙
に
関
す
る
事
務
、
及
び
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
に
関
す
る
事
務
に

つ
い
て
、
都
道
府
県
馨
管
理
奢
貝
会
を
指
揮
監
督
す
る
（
公
選
法
3
）

　
②
　
自
治
庁
長
官
は
参
議
院
全
国
選
出
議
員
の
選
挙
及
び
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
に
関
す
る
事
務
以
外
の
「
選
挙
に
関
す
る
事

務
」
及
び
，
「
こ
れ
に
関
係
あ
る
事
務
」
に
つ
い
て
、
例
え
ば
衆
議
院
議
員
、
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
、
及
び
地
方

自
治
法
に
よ
三
般
投
票
、
政
治
資
金
規
正
法
の
施
行
、
に
つ
い
て
は
、
都
道
塵
界
奮
理
委
員
会
を
指
揮
懸
章
る
（
公
選
法
五
、
2
）
。
な

お
、
予
算
の
要
求
及
び
用
紙
の
あ
っ
せ
ん
な
ど
選
挙
そ
の
他
の
投
票
の
施
行
準
備
を
行
う
。

　
第
二
、
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
対
す
る
監
督

　
ω
　
都
道
府
県
選
挙
管
理
委
員
会
は
「
選
挙
に
関
す
る
事
務
」
及
び
「
こ
れ
に
関
係
あ
る
事
務
」
、
そ
の
他
政
治
資
金
規
正
法
の
施
行

に
つ
い
て
、
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
を
指
揮
監
督
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
矧

回
自
治
庁
長
官
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
恥

一
・
訓
令
嬰
諸
員
の
選
挙
及
び
蟹
審
査
の
霧
に
関
し
て
は
・
内
閣
総
理
大
臣
（
自
淳
長
官
）
中
央
諸
夏
理
会
及
び
都
道
婦

府
県
馨
理
委
員
会
は
・
そ
れ
ぞ
れ
都
道
府
県
官
は
市
町
村
の
辞
書
員
会
に
対
し
て
訓
令
を
発
し
、
ま
た
、
都
撮
の
選
葺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
選
挙
管
理
委
員
会
は
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
対
し
訓
令
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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二
、
通
知
、
指
令
　
「
監
督
庁
は
都
道
府
県
又
は
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
対
し
て
法
令
の
解
釈
、
選
挙
又
は
投
票
の
施
行
の
準
備

等
に
つ
い
て
通
知
を
発
し
、
照
会
に
対
し
て
回
答
、
指
令
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
、
取
消
権
及
び
停
止
権
（
地
方
自
治
法
一
八
六
第
二
、
同
法
一
五
π
鋭
）
都
道
府
県
の
選
量
器
委
員
会
は
、
市
町
村
の
選
挙
欝
委
員
会
の
権
限
に
属
す

る
国
又
は
当
該
都
道
府
県
の
選
挙
そ
の
仙
の
投
票
に
関
す
る
事
務
に
つ
き
、
　
そ
の
処
分
が
成
規
に
違
反
し
、
　
又
は
権
限
を
犯
す
と
認
め

る
ま
は
、
そ
の
処
分
叢
り
消
し
、
又
は
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
・
口
治
法
一
八
六
2
、
一
五
一
、
蹄
、
方
自
治
沙
一
⊥
ハ
八
第
一
．
一
．
瑠
ゐ
、
同
一
法
一
五
一
第
一
．
項
）
。

　
こ
の
取
消
権
及
び
停
止
権
は
、
当
該
市
町
村
自
身
の
議
員
、
長
そ
の
仙
の
委
員
の
選
挙
そ
の
他
投
票
に
関
す
る
事
務
に
及
ぶ
か
否
か
、

に
つ
い
て
は
自
治
法
一
八
六
第
二
項
の
規
定
は
必
ず
・
し
も
明
瞭
で
は
な
く
解
釈
の
分
る
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、
同
条
が
都

道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
を
指
揮
監
督
す
る
、
と
の
み
規
定
し
て
い
る
明
文
の
土
か
ら
も
、
そ
の
指

揮
監
督
権
は
広
汎
で
あ
り
、
し
か
も
、
選
挙
管
理
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
昭
和
二
十
三
年
七
月
の
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
同

法
第
二
四
七
条
虫
二
項
乃
至
第
五
項
の
規
定
が
設
け
ら
れ
、
都
道
府
県
知
事
又
は
市
町
村
長
の
臨
時
代
理
者
の
選
任
の
制
度
が
設
け
ら
れ

る
以
前
か
ら
、
既
に
所
轄
行
政
庁
に
よ
る
臨
時
選
管
委
員
の
選
任
の
規
定
が
存
し
、
全
般
的
に
強
度
の
監
督
が
行
な
わ
れ
て
い
た
点
な
ど

ま
り
綜
合
し
て
、
市
町
村
自
身
の
議
員
、
長
そ
の
他
の
委
員
の
選
挙
そ
の
他
の
投
澗
、
ボ
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
も
取
消
権
及
び
停
止
権
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ニ

有
す
る
と
解
す
る
も
の
が
見
ら
れ
る
。

　
　
（
一
）
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
選
挙
叉
は
投
票
が
詳
細
な
法
令
の
川
定
の
下
で
、
管
理
執
行
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
殆
ん
ど
臼
由
裁
景
の
余
地
を

　
　
　
残
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
ら
何
等
の
弊
害
を
生
ず
．
る
も
の
で
も
な
い
と
の
見
解
．
に
立
つ
。

　
し
か
れ
ど
も
、
か
か
る
解
釈
は
地
劣
公
共
団
体
の
自
治
権
、
そ
の
自
主
、
自
律
性
を
無
視
す
る
も
の
で
あ
る
。
市
町
村
選
．
挙
管
理
委
員

会
が
行
う
機
関
委
．
任
事
務
、
例
え
ば
、
国
会
議
員
の
選
挙
又
は
知
事
や
道
府
県
会
議
員
の
選
挙
の
管
理
執
行
に
お
い
て
当
該
機
関
が
命
令

権
、
取
消
又
は
停
止
権
を
も
つ
こ
と
は
法
の
明
示
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
自
治
事
務
に
属
す
る
選
挙
又
は
投
票
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に
お
い
て
迄
命
令
欄
、
取
消
又
は
停
止
権
を
有
す
る
こ
と
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
例
え
ば
法
律
の
規
定
に
違
反
し
」
て
長
や
議

　
員
の
選
挙
を
告
示
し
、
一
旦
直
接
請
求
に
基
く
長
の
リ
コ
■
ル
投
票
を
告
示
し
な
が
ら
、
違
法
に
投
票
を
見
合
せ
る
よ
う
な
場
合
に
お
い

　
　
て
も
、
都
道
府
県
選
挙
管
理
委
員
会
が
市
町
村
選
挙
管
理
委
員
会
の
告
示
を
取
消
し
又
は
執
行
を
強
制
し
得
る
も
の
と
億
認
め
ら
れ
な

　
　
い
。
こ
れ
は
当
然
、
地
方
公
共
団
体
の
自
主
、
自
律
に
任
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
違
法
の
告
示
や
投
票
は
選
挙
争
訟
の
原
因
と
な
り
、

　
選
挙
争
訟
を
通
し
て
決
定
裁
決
又
は
判
決
を
ま
っ
て
取
消
又
は
停
止
さ
れ
る
も
の
と
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
四
、
臨
時
選
挙
管
理
委
員
の
選
任
　
都
道
府
県
又
は
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
が
三
入
に
達
せ
ず
、
委
員
会
が
成
立
し
な
い
場
合
に
お

　
　
い
て
委
員
又
は
補
充
員
を
選
挙
す
べ
き
議
会
も
成
立
し
て
い
な
い
と
き
は
、
内
閣
総
理
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
臨
時
に
選
挙
管
理

　
奢
貝
を
選
任
し
て
選
挙
管
理
宴
遊
の
職
務
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
翁
罐
）
。
正
式
に
委
員
又
は
補
選
が
選
任
さ
れ
た
き
は
こ

　
　
の
臨
時
委
員
は
自
然
に
退
職
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
五
、
報
告
等
の
請
求
権
　
監
督
庁
は
、
都
道
府
県
又
は
市
跡
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
対
し
て
選
躍
そ
の
他
の
里
道
の
結
果
に
つ
い

　
　
て
、
ま
た
そ
の
他
の
事
務
処
理
状
況
に
つ
い
て
、
報
告
を
請
求
し
、
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
三
、
司
法
的
監
督

　
　
　
選
挙
管
理
委
員
会
は
選
挙
関
係
法
規
の
適
正
な
執
行
を
義
務
づ
け
ら
れ
、
そ
の
違
法
な
選
挙
の
管
理
及
び
執
行
は
裁
判
所
に
よ
っ
て
取

　
消
ざ
れ
る
。
・
す
な
ね
ち
ギ
　
「
選
挙
の
規
定
に
違
反
し
、
選
挙
の
結
果
に
異
動
を
及
ぼ
す
虞
あ
る
場
合
」
は
選
挙
の
全
部
又
は
一
部
の
無
効

　
　
を
生
ず
る
選
挙
争
訟
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
．
、
．
　
　
　
　
　
　
転

説　
　
選
挙
争
訟
に
お
い
て
、
衆
議
院
議
員
及
び
参
議
院
議
員
の
選
挙
又
は
当
選
の
効
力
に
異
議
が
あ
る
場
合
鳳
直
接
高
等
裁
判
所
に
出
訴
す

払
鰯
べ
き
も
の
と
さ
れ
、
訴
訟
の
み
が
認
め
ら
れ
る
の
に
対
し
（
誰
鱒
二
Y
地
方
公
共
団
体
の
議
員
、
長
な
ど
の
肇
で
は
翠
又
は
当
選
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の
効
力
に
関
し
て
異
議
が
あ
る
場
合
は
、
異
議
申
立
、
訴
願
及
び
訴
訟
の
三
が
認
め
・
れ
ら
る
。
後
者
の
場
合
は
異
議
申
立
、
訴
願
は
行
特

説論
法
第
二
条
に
お
け
・
Q
訴
訟
の
前
審
と
な
る
。

　
　
　
す
べ
て
選
挙
や
当
選
や
投
票
の
効
力
を
争
う
行
政
争
訟
は
公
選
法
の
定
む
る
選
挙
争
訟
で
争
う
べ
き
で
あ
り
、
一
般
の
抗
告
訴
訟
に
よ

　
　
っ
て
争
う
べ
き
で
は
な
い
。

　
　
法
は
選
挙
や
議
員
の
地
位
や
直
接
請
求
の
特
殊
な
性
質
に
鑑
み
、
法
規
の
適
正
な
執
行
の
確
保
や
事
件
の
速
や
か
な
解
決
を
期
し
て
、

　
　
特
に
選
挙
に
関
す
る
争
．
訟
を
民
衆
的
争
．
訟
と
し
て
一
般
の
抗
告
訴
訟
か
ら
区
別
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
選
挙
に
関
す
る
争
訟
に
つ
い
て
み

　
　
れ
ば
・
こ
れ
は
、
選
挙
を
選
挙
の
告
示
か
ら
当
選
人
の
決
定
迄
の
一
連
の
行
為
の
集
合
的
行
為
と
み
て
、
選
挙
の
結
果
と
し
て
の
当
該
選

　
　
挙
の
全
体
又
は
一
部
の
無
効
、
当
選
決
定
の
無
効
を
訴
え
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
選
挙
の
告
示
、
氏
名
の
掲
示
、
投
票
所
の
管
理
、
開
票

　
　
や
投
票
の
管
理
な
ど
手
続
の
個
々
の
堰
疵
を
理
由
に
し
て
そ
の
都
度
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
原
理
的
に
、

　
　
選
挙
に
関
す
る
争
訟
事
件
を
一
般
の
抗
告
訴
訟
ド
遷
て
裁
判
す
る
こ
と
は
法
の
禺
に
違
背
し
混
乱
を
生
ず
る
こ
と
と
な
る
（
驚
詰

　
　
蜜
恥
撮
雌
）
。
斯
く
て
、
選
挙
に
関
す
る
争
訟
は
特
別
法
に
よ
．
て
規
制
さ
れ
た
一
連
の
争
訟
手
続
で
あ
る
．

　
　
　
た
だ
選
挙
又
は
投
票
を
行
う
べ
き
事
由
な
し
と
し
て
選
挙
又
は
投
票
の
前
提
の
無
効
を
主
張
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
選
挙
や
投
票
の
無

　
　
効
確
認
を
訴
求
す
る
場
合
が
問
題
と
な
る
。
例
え
ば
．
長
に
よ
る
地
方
議
会
の
解
散
の
無
効
を
主
張
し
て
、
選
挙
の
止
口
示
の
無
効
確
認
を
訴

　
　
求
す
る
場
合
や
適
法
の
リ
コ
ー
ル
請
求
の
不
成
立
を
主
張
し
て
長
の
選
挙
の
無
効
確
認
を
訴
求
す
・
る
場
合
で
あ
る
。

　
　
　
こ
れ
ら
が
選
挙
や
投
票
の
告
示
の
効
力
を
訴
訟
目
的
と
す
る
場
A
口
は
、
本
来
は
、
選
挙
又
は
投
票
を
行
う
べ
き
事
由
の
な
い
選
挙
又
は

　
　
投
票
と
し
て
選
挙
争
訟
の
手
続
に
よ
っ
て
争
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
議
員
が
長
に
よ
る
地
方
議
会
の
解
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散
の
当
然
無
効
の
確
認
を
求
め
或
は
長
が
リ
コ
ー
ル
請
求
の
当
然
無
効
を
求
め
る
抗
告
訴
訟
が
基
本
的
人
権
保
護
の
立
場
か
ら
認
め
ら
れ

　
　
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
裁
判
所
に
よ
り
一
且
無
効
の
確
認
が
な
さ
る
れ
ば
、
判
決
は
関
係
行
政
庁
を
拘
束
す
る
の
で
、
当
該
選
挙
又

　
　
は
投
票
は
、
選
挙
又
は
投
票
を
行
う
べ
き
正
当
の
理
由
が
な
い
も
の
と
し
て
当
然
無
効
と
な
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
選
挙
又
は
投
票
の
効
力

　
が
確
定
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
よ
う
な
原
始
的
な
無
効
原
因
に
基
づ
く
当
然
無
効
の
選
挙
又
は
投
票
は
、
抗
告
訴
訟

　
　
に
よ
っ
て
も
争
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
な
4
て
く
る
。
但
し
、
こ
の
よ
う
な
訴
訟
が
容
易
に
認
め
ら
る
べ
き
で
な
い
こ
と
は
、
前
述
の

　
選
挙
争
訟
の
性
格
か
ら
、
極
め
て
明
白
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
原
始
的
無
効
原
因
に
基
く
当
然
無
効
の
選
挙
民
は
投
票
の
抗
告
訴
訟
は
止

　
む
を
得
ざ
る
、
例
外
中
の
例
外
と
し
て
の
み
認
め
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
以
上
の
結
果
は
、
解
釈
論
と
し
て
、
選
挙
や
投
票
期
日
の
告
示
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
の
、
原
始
的
無
効
原
因
に
基
く
当
然
無
効
の
選

　
挙
又
は
投
票
の
抗
告
訴
訟
の
提
起
は
、
た
だ
選
挙
争
訟
の
出
訴
期
間
の
始
期
前
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
選
挙
争
訟
期
間
内
の
と
き
は
、

　
　
こ
の
場
合
も
亦
公
選
法
の
選
挙
争
訟
手
続
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
て
、
別
途
に
選
挙
又
は
投
票
の
無
効
確
認
の
訴
訟
を
提
起
す

　
　
る
こ
と
を
認
め
る
も
の
と
は
解
し
難
い
。
理
由
は
、
く
り
返
す
迄
も
な
く
、
選
挙
争
訟
手
続
は
法
規
の
公
正
な
執
行
と
選
挙
の
結
果
の
迅

　
連
な
る
確
定
を
意
図
す
る
特
別
な
手
続
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
訴
訟
手
続
が
規
定
さ
れ
て
い
る
以
上
、
別
に
抗
告
訴
訟
に
よ
っ
て
賑
わ
し

　
　
む
る
こ
と
は
不
合
理
と
解
せ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
同
様
に
、
ま
た
、
選
挙
争
訟
期
間
の
終
期
後
で
あ
っ
た
ら
ば
、
当
然
、
こ
の

　
よ
う
な
抗
告
訴
訟
の
提
起
は
疑
問
で
あ
る
。
若
し
こ
れ
ら
の
訴
訟
を
認
め
る
と
な
る
と
、
そ
の
結
果
議
員
の
地
位
は
い
つ
迄
も
不
安
定
に

説
据
お
か
れ
た
ま
ま
と
な
り
・
選
挙
が
無
効
と
な
れ
ば
、
当
該
期
間
中
⑳
議
員
の
行
為
は
、
そ
の
効
力
に
関
す
る
地
方
自
治
法
一
二
八
条
の

論　
よ
う
な
規
定
が
な
い
結
果
無
効
と
な
っ
て
、
地
方
の
政
治
や
行
政
に
混
乱
を
生
じ
、
ひ
い
て
は
櫓
下
ハ
の
福
祉
が
お
か
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
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論

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場
合
も
、
行
特
法
第
十
二
条
に
よ
っ
て
、
抗
告
訴
訟
の
理
由
あ
る
請
求
を
棄
却
す
る
判
決
が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ

選
挙
又
は
投
票
に
関
す
る
訴
訟
手
続
と
し
て
も
行
構
法
事
十
二
条
の
精
神
が
重
．
要
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ら
う
。

　
（
一
）
　
行
政
資
料
第
二
号
、
選
挙
関
係
行
政
事
件
裁
判
官
合
同
概
夢
。
田
⊥
穰
治
・
矢
野
邦
雄
・
選
挙
争
議
の
研
究
。
藤
絹
晴
．
士
．
－
行
政
処
分
に
お
け
る

　
　
違
法
性
の
承
継
」
自
治
研
究
第
二
七
巻
第
四
号
。
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